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 国税庁が所得税法の改正をめぐる通達を公開いたしました。通達によると、仮想通貨の取得

額が分からない等の場合は、取得価格を売却収入の100分の5として雑所得の金額を計算するこ

とができるとあります。では、どのような場合に納税者にとって有利となるのか考えてみま

しょう。 

 

 仮想通貨の売却価格5％を取得費として計上できる！ 

 消費税の軽減税率に対応した請求書、帳簿の記入方法の再確認 

・取得原価が不明な場合やキャンペーン等で取得原価が0円の場合 

 ⇒取得原価が不明の場合は、取得費用は0円として計算されてしまい、売価がそのまま 

  利益（所得）となるため、売価の5％を費用化できるメリットがあります 

・取得原価が売価の5％未満の場合 

 ⇒仮想通貨が暴騰する等の理由により、売価が取得原価を大幅に上回った場合は、通常の 

  取得原価で申告をするよりも費用が大きくなる可能性があります 

 消費税増税が来月と迫って参りました。過去の税務トピックスにて消費税の軽減税率に対応

した請求書等の作成方法はお伝えはしておりましたが、来月に慌てないよう帳簿と請求の記入

方法について図で再度確認していきます。 

 ※国税庁発行「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド～区分経理（記帳）から消費税申告書作成まで～」より抜粋 


